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唄
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蘇
蜜
M
野
戦
℃
翻
蘭
留
傷
か
蘇
嘉
ピ
唄
齢
麟
7
、
，
醐

…
た
・
警
そ
の
た
め
撞
兵
当
初
・
・
従
っ
て
い
た
も
豪
語
の
も
毒
心
そ
の
才
名
応
・
て
擢
磐
た
・
　
　
　
　
～

…
所
で
鍵
国
譲
、
諸
琵
賊
塞
政
治
の
饗
を
響
も
の
は
、
「
録
尚
婁
」
嶺
蕪
刺
史
L
・
な
り
、
「
開
府
」
を
許
さ
れ
・
の
が
禦
あ
っ

　
た
。
ま
た
蜀
漢
心
で
は
後
漢
の
制
を
承
け
て
尚
書
系
統
の
官
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
実
際
に
嚢
網
或
は
大
司
馬
・
大
将
軍
と
な
っ
て
「
録
豪
宕
都
・

　
鋸
型
を
夢
ん
ら
叢
策
棚
卸
の
窪
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
糞
す
る
と
、
殆
ん
ど
が
、
荊
聾
者
警
め
ら
れ
て
茎
こ
れ
に
対
し
し

　

…
鼓
聾
鷲
無
熱
鞍
齢
移
譲
縫
鰐
ビ
牌
灘
簾
翫
幽
鵬
紺
難
鱗
蜜
レ
鰍
髪

一
馨
。
つ
づ
け
て
い
・
の
・
・
を
も
示
す
・
之
田
寛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
は
、
何
れ
・
も
そ
の
地
の
豪
族
の
支
援
の

　
二
世
紀
の
末
、
後
漢
王
朝
の
統
制
力
は
弱
ま
り
、
地
方
豪
族
の
勢

力
が
強
大
化
し
て
来
る
と
、
中
国
は
各
地
に
群
雄
が
割
拠
し
、
互
に

覇
を
競
う
時
代
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
戦
乱
の
中
か
ら
、
三
世
紀

の
始
め
に
な
っ
て
、
中
原
に
蕾
操
の
魏
、
江
南
に
孫
権
の
呉
、
巴
蜀

に
劉
備
の
蜀
が
建
て
ら
れ
、
こ
の
三
騨
が
鼎
立
す
る
、
所
謂
三
国
時

上
に
、
政
権
樹
立
の
基
礎
を
臨
い
て
い
る
。
此
の
点
で
は
、
三
国
は

共
通
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
豪
族

と
の
連
合
の
し
か
た
を
見
る
と
、
各
女
の
政
権
の
成
立
の
事
情
や
、

そ
の
過
程
、
或
は
そ
れ
ら
独
自
の
地
域
差
な
ど
に
よ
っ
て
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
三
国
の
問
に
、
差
異
と
い
う
か
、
特
質
と
い
う
か
、
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そ
う
い
っ
た
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
曹
操
は
漢
王
朝
の
中
心
で

あ
り
、
当
時
の
中
国
の
最
も
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
中
原
に
拠
り
、
漢

王
朝
か
ら
、
形
式
的
に
も
せ
よ
、
魏
公
さ
ら
に
魏
王
に
封
ぜ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
コ
ー
ス
を
取
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
ま
た

孫
氏
は
、
蘭
発
途
上
に
あ
る
揚
子
江
下
流
域
に
根
拠
地
を
置
い
て
お

り
、
彼
上
身
も
そ
の
一
員
で
あ
る
土
着
豪
族
に
支
持
さ
れ
て
、
興
国

　
　
　
　
　
②

を
作
り
あ
げ
た
。
と
こ
ろ
が
蜀
漢
は
、
こ
れ
ま
た
地
方
政
権
で
は
あ

る
が
、
土
着
政
権
で
は
な
か
っ
た
。
建
国
者
劉
備
は
、
戦
地
の
人
で

は
な
い
。
彼
は
前
漢
軍
記
の
子
孫
と
称
す
る
が
、
こ
れ
に
は
充
分
な

根
拠
は
な
い
。
備
は
河
北
の
源
郡
か
ら
身
を
起
し
、
各
地
を
流
亡
し

つ
づ
け
た
後
、
漸
く
に
し
て
こ
の
地
を
征
服
し
て
、
蜀
漢
国
を
建
設

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
非
土
着
に
し
て
、
且
つ
武
力
に
よ
っ
て
征
服

し
た
と
い
う
点
に
、
二
恩
国
の
大
き
な
特
長
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

性
格
の
国
柄
で
あ
る
か
ら
、
当
然
土
着
豪
族
と
の
関
係
も
、
簡
単
に

は
い
か
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
土
着
人
士
に
は
恐
ら
く
、
征

服
者
に
対
す
る
屈
従
の
心
が
あ
る
一
方
、
他
方
で
は
自
己
の
有
す
る

伝
統
へ
の
誇
り
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
蜀
漢
政
府
も
、

こ
う
し
た
土
着
人
士
の
動
き
を
充
分
に
捉
え
て
政
治
を
行
う
こ
と
を

迫
ら
れ
て
い
た
。

　
私
は
本
稿
に
お
い
て
、

察
し
て
行
き
た
い
。

二

こ
の
蜀
漢
政
権
と
土
着
豪
族
の
関
係
を
考

　
私
は
こ
の
関
係
を
追
及
す
る
に
当
っ
て
、
主
と
し
て
次
の
二
点
に

留
意
し
た
。
先
ず
第
一
は
、
征
服
者
た
る
非
土
着
人
士
と
、
被
征
服

者
た
る
土
着
豪
族
と
の
勢
力
関
係
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
う
し
た
状

況
の
下
に
お
い
て
、
土
着
豪
族
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
今
回
は
、
具
体
的
な
場
と
し
て
、
政

治
機
構
の
面
を
撰
ん
だ
こ
と
を
御
断
り
し
て
お
く
。

　
さ
て
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
と
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
、

蜀
漢
政
権
に
お
い
て
の
、
土
着
豪
族
と
非
土
着
人
士
と
の
関
係
は
、

後
考
が
圧
倒
的
に
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
宮
川
尚
志
氏
は
「
し
か
ら
ば
蜀
姓
と
外
来
豪
族
及

び
そ
の
奉
戴
す
る
外
来
政
権
と
の
関
係
は
い
か
に
。
こ
れ
を
燭
漢
の

官
僚
の
出
身
を
し
ら
べ
る
こ
と
に
よ
り
窺
お
う
。
周
明
泰
の
編
し
た

三
国
世
系
表
中
、
蜀
漢
に
関
す
る
姓
氏
五
十
一
の
中
書
姓
は
十
八
に

過
ぎ
な
い
。
…
…
然
ら
ば
蜀
姓
に
し
て
野
業
の
士
大
夫
と
な
っ
た
入

と
は
い
か
な
・
o
．
関
係
に
お
か
れ
た
か
。
蜀
志
ン
杜
微
伝
に
諸
葛
亮
が
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益
農
牧
と
な
り
、
そ
の
官
属
を
選
び
迎
え
る
の
に
み
な
旧
徳
を
妙
簡

し
た
と
あ
り
、
彼
が
謙
遜
な
態
度
で
蜀
の
人
材
を
採
用
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
洪
飴
孫
の
三
国
職
官
表
を
一
覧
す
る
ま
で
屯

な
く
蜀
の
上
層
官
僚
を
構
成
し
た
の
は
劉
備
と
創
業
の
苦
労
を
共
に

し
た
人
多
く
殊
に
越
州
か
ら
随
行
せ
る
例
が
多
い
。
」
　
と
述
べ
て
お

λ
り
れ
ワ
0
｝
し
　
（
『
山
畑
朝
霜
研
究
臨
酔
払
掴
・
社
ム
執
牌
舖
二
二
一
～
二
｝
貫
）
。
　
　
徐
鮪
廼
麟
研

氏
は
、
そ
の
『
三
国
志
講
話
』
の
中
で
「
劉
備
が
初
め
て
無
畜
に
入

っ
た
時
、
彼
の
部
下
は
播
州
人
が
最
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
蜀
志
の

列
伝
中
に
非
常
に
は
つ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
蜀
志
に
記
さ
れ
た
人

物
は
、
諸
蔦
亮
よ
9
楊
戯
ま
で
師
伝
の
あ
る
も
の
は
五
十
六
人
だ
が
、

そ
の
中
甲
州
は
二
十
二
人
、
素
雪
は
十
八
人
、
司
隷
五
人
、
徐
・
幽

・
涼
・
豫
は
各
々
二
人
目
翼
・
青
・
査
は
各
々
一
人
で
あ
る
。
益
州

以
外
か
ら
来
た
も
の
が
大
半
を
励
め
て
お
り
、
剤
州
一
州
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
③

温
州
の
人
数
よ
り
多
い
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

　
私
は
こ
の
結
論
に
は
敢
て
異
を
挾
ま
な
い
が
、
単
に
『
三
国
志
』

に
専
伝
の
あ
る
人
物
や
、
上
層
官
僚
に
な
っ
た
人
間
の
数
の
比
較
か

ら
だ
け
で
、
こ
の
様
な
結
論
を
導
き
出
し
て
よ
い
亀
の
か
、
い
さ
さ
・

か
野
里
に
思
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
も
う
少
し
具
体
性
を
持
つ
た

観
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
或

る
官
職
が
果
し
た
役
割
と
、
そ
の
職
に
つ
い
た
人
物
と
の
関
連
に
留

意
し
て
、
論
じ
て
行
き
た
い
。

　
第
二
の
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
後
漢
か
ら
三
国
晋
に
か
け
て
、
こ

の
地
方
の
研
究
を
進
め
る
上
に
是
非
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
史

料
に
『
華
陽
国
憲
』
が
あ
る
。
　
『
竃
馬
競
輪
』
は
関
心
常
吉
の
作
で
、

綴
代
の
巴
蜀
地
方
の
豪
族
の
番
付
け
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
豪
族
は
、
ほ
ぼ
後
漢
時
代
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
る
と
、
彼
等
は
こ
の
三
国
の
時
代
を
生
き
抜
い
て
来
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
従
来
か
ら
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

　
④

う
に
、
益
州
土
着
豪
族
達
は
、
蜀
漢
政
府
の
首
脳
達
に
、
自
己
の
既

に
得
て
来
た
利
益
を
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
蜀
漢
政
権
が
、

そ
の
建
国
の
大
綱
と
し
て
い
る
、
中
原
恢
復
、
君
朝
復
興
の
た
め
の

出
兵
に
は
、
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
て
迷
惑
に
考
え
、
し
ば
し
ば
反
対
意
見
を
述
べ
て
さ
え
い
る
の
で

あ
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
地
は
、
劉
備
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
蜀
漢
国

が
で
き
、
し
か
も
そ
の
政
権
は
非
土
着
人
士
が
優
勢
で
あ
る
と
さ
れ

る
と
き
、
彼
等
土
着
豪
族
達
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
時
代
を
生

き
抜
い
て
き
た
の
か
。
果
し
て
ど
ん
な
利
益
を
得
て
い
た
の
か
、
と

い
う
疑
問
が
起
る
。
こ
れ
に
対
す
る
解
答
も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
う
し
た
工
つ
の
点
か
ら
見
て
、
土
着
豪
族
の
実
態
を
探
る
一
つ
の

手
掛
と
し
て
、
蜀
漢
政
府
の
人
事
構
成
に
視
点
を
置
い
て
検
討
を
進

め
た
い
。

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
劉
備
入
蜀
前
後
の
蜀
地
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ

と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
が
、
備
が
入
回
し
て
、
先
ず

当
面
し
た
問
題
は
、
劉
焉
・
三
三
の
政
権
が
、
滅
亡
す
る
原
因
と
な

っ
て
い
た
、
土
着
豪
族
と
非
土
着
人
±
の
闘
の
矛
盾
の
解
決
で
あ
っ

た
。
彼
が
平
燭
後
行
っ
た
人
事
配
麗
は
、
そ
の
苦
心
を
よ
く
物
語
っ

て
い
る
。
備
は
、
関
羽
・
張
飛
・
諸
葛
亮
と
い
っ
た
、
彼
の
股
肱
の

距
は
勿
論
の
こ
と
、
三
三
の
輩
ド
に
あ
っ
た
も
の
一
法
正
・
許
靖

・
三
和
・
三
権
・
李
厳
な
ど
で
竜
、
三
珠
の
一
族
の
も
の
一
三
壱

・
費
観
で
も
、
有
能
な
士
、
人
望
あ
る
人
、
名
声
高
き
者
は
、
そ
の

如
何
な
る
経
歴
や
を
問
わ
ず
、
み
な
こ
れ
を
登
用
し
た
。
こ
れ
は
一

面
、
善
き
人
材
を
任
用
し
て
、
政
治
の
実
を
挙
げ
ん
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
ま
た
一
面
、
人
心
を
収
組
す
る
意
味
を
も
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
登
用
方
針
に
よ
り
、
土
着
人
士
も
多
く

召
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
備
が
入
蜀
す
る
以
前
に
長
く
荊
州
に
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

地
を
置
い
て
い
た
関
係
か
ら
か
、
荊
州
出
身
者
が
重
用
さ
れ
て
い
た
。

す
で
に
『
三
懇
志
』
蜀
志
巻
一
五
揚
戯
伝
引
翼
端
輔
臣
蟹
注
に
、

　
先
主
、
漢
中
王
と
な
り
荊
楚
の
宿
土
を
用
う
。
頼
恭
は
太
常
と
な
り
、
南

陽
の
王
柱
は
光
禄
勲
と
な
り
、
　
（
王
）
謀
は
少
府
と
な
る

と
見
え
て
い
る
が
、
清
の
学
者
何
回
が
、
こ
の
劉
備
平
蜀
の
際
の
人

事
配
置
の
実
情
…
を
誠
に
よ
く
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
著
『
義

門
読
書
記
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
董
和
が
（
諸
葛
亮
と
共
に
左
将
軍
大
司
馬
府
事
に
）
並
暑
せ
ら
れ
、
李
厳

が
（
諸
葛
亮
と
共
に
遺
孤
を
）
並
託
さ
れ
た
の
は
、
皆
、
蜀
の
士
大
夫
の
心

を
慰
む
る
所
で
あ
る
。

　
李
厳
の
並
び
に
大
任
に
当
た
る
の
は
、
彼
が
す
で
に
蜀
土
の
故
臣
で
、
奨

慰
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
彼
は
南
陽
の
人
で
、
諸
葛

孔
明
も
南
陽
に
僑
居
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
郷
党
の
分
が
あ
る
か
ら
、
能
く

協
同
し
て
政
事
を
処
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
。

　
　
（
漢
の
）
武
帝
は
、
こ
れ
を
（
桑
）
弘
羊
に
失
い
、
昭
烈
（
劉
備
）
は
こ

れ
を
李
厳
に
失
っ
た
。
入
間
と
い
う
も
の
は
全
く
分
ら
な
い
も
の
で
、
権
位

が
互
に
同
じ
程
度
だ
と
、
そ
の
悶
に
猜
疑
嫌
悪
の
念
が
生
じ
や
す
い
の
も
人

生
の
常
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
言
は
、
主
と
し
て
李
厳
の
任
用
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
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翁

る
が
、
彼
を
任
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
の
事
情
を
よ
く
衝
い

て
い
る
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
こ
の
舶
載
に
し
ろ
、
　
董
和
に
し
ろ
皆
荊
州
出
身
で

（
李
厳
は
南
陽
、
董
和
は
南
郡
）
、
劉
焉
・
璋
の
頃
か
ら
蜀
に
い
た
人
で

あ
る
。
思
う
に
、
新
に
荊
州
か
ら
入
っ
て
来
た
劉
備
に
と
っ
て
は
、

彼
ら
が
荊
州
の
出
身
者
で
あ
る
と
か
、
南
陽
の
名
族
で
あ
っ
た
と
か
、

と
い
う
事
で
、
親
近
感
が
あ
り
、
彼
ら
を
重
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

備
の
皇
后
や
、
太
子
妃
も
、
荊
州
の
名
族
で
且
つ
劉
璋
の
一
族
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
家
柄
の
出
で
あ
る
。

　
で
は
か
く
屯
中
央
政
界
に
多
数
進
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
荊
州
人

士
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
官
職
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
、
私
の
篤
二
の
疑
問
を
解
く
鍵
と
な
ろ
う
。

四

　
劉
備
の
臣
と
言
え
ば
、
先
ず
誰
で
も
思
い
出
す
の
は
、
関
羽
・
．
張

飛
・
諸
葛
亮
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
、
寒
季
亮
と
備
と
の
間
は
「
君
臣

水
魚
の
交
り
」
と
称
さ
れ
る
程
の
親
密
さ
で
あ
り
、
備
は
亮
を
股
肱

の
臣
と
頼
み
、
亮
も
亦
そ
の
知
遇
に
応
え
、
備
の
政
権
の
一
大
支
柱

で
あ
っ
た
。
鋳
は
帝
仙
一
1
に
つ
く
と
、
彼
を
「
丞
相
　
録
尚
書
事
」
に

任
じ
、
備
の
死
後
、
幼
主
禅
が
立
つ
と
、
嶺
益
廻
覧
」
が
加
え
ら

れ
、
万
機
を
統
帥
し
、
事
は
大
小
と
な
く
皆
彼
に
決
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
亮
の
死
後
は
蜀
墨
黒
に
は
終
に
丞
相
は
置
か
れ
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
国
家
の
枢
要
を
握
る
屯
の
は
、
大
司
馬
・
大
将
車
と
官
名
は

異
っ
て
も
、
何
れ
も
「
勢
州
刺
史
を
領
」
し
「
尚
霜
事
を
録
」
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
一
体
、
　
「
録
尚
書
事
」
と
は
尚
書
令
の
上
に
立
っ
て
、
尚
書
の
事

務
を
総
括
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
天
子
の
秘
書
官
に
過
ぎ

な
か
っ
た
尚
書
の
官
が
、
政
治
…
機
構
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

来
る
の
は
、
大
略
後
漢
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
漢
に

は
、
三
公
は
名
の
み
で
、
政
治
の
実
権
は
録
尚
書
事
に
移
っ
た
。
後

漢
の
後
を
承
け
た
と
自
認
す
る
蜀
漢
国
で
は
、
恐
ら
く
後
漢
の
制
を

そ
の
ま
ま
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
蜀
志
な
ど
を
見
る
と
、
尚
書
系
統

の
官
が
か
な
り
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
先
ず
録
尚
書
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
、
及
び
、
尚
書
系
統

の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
考
察
し
て
み
・
た
い
。

五

指
尚
書
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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諸
　
薦
　
亮

　
蒋
　
　
　
碗

　
費
　
　
　
韓

　
姜
　
　
　
維

　
諸
葛
亮
．
（
孔
明
）
は
、
　
い
ま
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
必
要
も
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
順
と
し
て
述
べ
る
と
、
彼
は
理
邪
主
都
（
山
東
省
滑
水
）

の
人
で
あ
る
。
こ
の
諸
葛
氏
は
な
か
な
か
の
名
族
で
、
兄
の
瑛
は
呉

に
仕
え
て
大
将
軍
と
な
り
、
族
望
の
誕
は
魏
の
大
司
空
と
な
っ
て
、

「
一
族
三
方
に
冠
蓋
と
な
り
、
天
下
こ
れ
を
栄
」
と
し
た
、
（
翼
志
』

巻
七
諸
葛
瑛
伝
注
引
呉
書
）
。
亮
は
備
が
素
論
に
い
た
と
き
、
　
い
わ
ゆ

る
三
顧
の
礼
を
も
つ
て
迎
え
ら
れ
て
い
ら
い
、
備
集
団
の
大
黒
柱
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
建
興
十
二
年
（
二
三
四
）
八
月
、
五
丈

原
に
お
い
て
、
信
頼
す
る
蒋
碗
に
後
事
を
委
ね
て
、
五
十
四
歳
を
一

期
と
し
て
世
を
去
っ
た
。

　
亮
の
後
を
う
け
て
、
蜀
漢
の
最
高
統
帥
者
と
な
っ
た
の
が
蒋
碗
で

あ
る
。
碗
は
零
夕
潮
郷
（
湖
爾
省
長
沙
）
の
人
で
あ
る
。
荊
曝
書
佐
の

時
先
主
に
随
っ
て
蜀
に
入
り
、
地
方
の
令
長
を
経
て
尚
書
郎
と
な
っ

た
。
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
亮
に
嘱
望
さ
れ
、
建
興
元
年
、
亮
が
丞
相

府
を
開
く
と
辞
さ
れ
て
東
曹
橡
と
な
9
、
参
軍
に
遷
り
、
亮
が
壷
中

に
出
陣
す
る
や
、
張
務
に
つ
い
で
留
府
長
史
と
な
っ
た
。
亮
は
つ
ね

に
、

　
公
瑛
（
碗
の
字
）
は
志
を
忠
雅
に
託
す
。
ま
さ
に
吾
と
と
も
に
王
業
を
賛

す
る
も
の
な
り

と
い
い
、
後
浄
に
も
密
蓑
し
て

　
距
若
し
不
幸
と
な
れ
ば
後
事
は
よ
ろ
し
く
碗
に
付
す
べ
し

と
申
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
亮
が
没
す
る
や
、
尚
書
令
と
な
り
、
俄
に

し
て
行
都
南
仮
子
領
聯
隊
刺
史
を
加
え
ら
れ
て
大
将
軍
に
遷
り
尚
書

事
を
録
し
た
。
そ
し
て
府
を
開
く
こ
と
を
許
さ
れ
、
つ
い
で
大
司
馬

と
な
っ
た
が
、
延
熈
九
年
（
二
四
六
）
病
死
し
た
。

　
碗
を
つ
い
だ
の
が
費
緯
で
あ
る
、
緯
も
亦
、
亮
の
信
頼
し
て
い
た

　
　
　
　
⑪

人
物
で
あ
る
。
緯
は
江
夏
榔
（
湖
南
省
汝
寧
）
の
人
で
、
劉
璋
の
母
方

の
一
族
で
あ
る
。
太
子
舎
人
・
太
子
庶
子
と
な
り
、
禅
が
即
位
す
る

と
黄
門
侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
、
昭
信
校
尉
と
な
っ
て
呉
に
蔑
し
、
蜀
に

還
っ
て
侍
中
と
な
り
、
亮
に
請
わ
れ
て
丞
相
参
軍
と
な
り
た
び
た
び

呉
に
馴
し
よ
く
そ
の
使
命
を
果
し
た
と
い
う
か
ら
、
外
交
官
と
し
て

の
立
派
な
才
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
碗
の
後
を
襲
っ
て
尚

書
令
と
な
り
、
延
坪
六
年
（
二
四
三
）
大
将
軍
録
尚
書
事
と
な
り
、

更
に
八
年
益
州
刺
史
を
領
し
た
。
　
十
六
年
（
二
五
三
）
新
年
宴
会
の
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席
上
、
魏
の
降
人
郭
脩
の
た
め
に
刺
殺
さ
れ
た
。

　
姜
維
　
彼
は
自
ら
孔
明
二
世
を
も
つ
て
任
じ
て
い
た
。
　
天
水
翼

（
甘
粛
省
鑑
畠
）
の
人
で
あ
る
。
建
興
六
年
（
二
二
八
）
亮
が
祁
山
に
向

つ
た
時
に
蜀
の
陣
営
に
入
り
、
丞
相
二
曹
嶽
と
な
っ
た
。
二
十
七
歳

の
年
で
あ
る
。
中
監
軍
に
遷
り
、
亮
が
死
ぬ
と
右
監
軍
輔
導
将
軍
と

な
り
、
更
に
大
司
馬
碗
の
下
で
司
馬
と
な
り
、
延
躍
…
六
年
鎮
西
大
将

軍
領
涼
州
刺
史
、
十
年
衛
将
軍
に
遷
り
尚
書
事
を
録
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
四
人
が
録
尚
書
事
領
益
州
刺
史
（
姜
維
の
み
は
益
州
刺
史
を
領

し
て
い
な
い
）
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
蝦
蟹
に
は
そ
の
外
平
尚
書

事
と
い
う
名
が
見
え
る
。
こ
の
地
位
に
つ
い
た
竜
の
と
し
て
は
、

　
罵
　
　
　
忠

　
諸
　
葛
　
晦

　
董
　
　
　
豚

の
一
二
人
が
判
っ
て
い
る
。

　
馬
忠
は
巴
西
閲
中
の
人
で
、
少
く
し
て
外
戚
の
狐
氏
に
養
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

馬
・
狐
氏
と
も
に
県
の
大
嘘
で
あ
る
。
建
興
元
年
（
二
二
三
）
丞
相

府
に
辟
さ
れ
て
門
下
督
と
な
り
、
次
い
で
郷
桐
太
守
か
ら
八
年
（
二

三
〇
）
丞
相
参
軍
と
な
っ
て
、
　
留
弓
長
史
蒋
碗
の
副
と
し
て
州
海
中

従
事
を
領
し
た
。
　
つ
い
で
凍
降
都
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
　
延
煕
七
年

（
二
四
四
）
費
灘
が
関
中
に
出
陣
し
た
さ
い
に
成
都
に
帰
っ
て
平
尚
書

事
と
な
り
、
緯
が
帰
還
す
る
と
任
所
に
還
っ
た
。

　
諸
葛
謄
は
亮
の
子
で
、
公
主
に
肥
し
て
騎
都
尉
と
な
り
、
諸
官
を

歴
任
し
て
景
耀
四
年
（
二
六
一
）
行
都
護
衛
将
軍
と
な
っ
て
平
尚
書
事

に
暑
せ
ら
れ
た
。

　
董
蕨
は
義
陽
の
人
で
丞
相
府
の
令
史
と
な
り
、
主
簿
に
う
つ
り
、

尚
書
僕
射
・
尚
書
令
を
経
て
輔
国
大
将
軍
と
な
っ
て
諸
葛
晦
と
台
事

を
平
し
た
。

　
な
お
、
蜀
で
は
諸
蔦
亮
以
外
に
丞
相
と
な
っ
た
も
の
が
な
い
こ
と
．

は
前
に
述
べ
た
が
、
一
時
行
丞
相
事
が
置
か
れ
て
い
た
形
迩
が
あ
る
。

そ
れ
は
『
蜀
志
』
巻
四
後
主
張
皇
后
伝
に

　
延
配
凹
7
5
年
春
正
月
策
し
て
い
わ
く
『
験
大
業
を
統
承
し
天
下
に
君
臨
し
、

郊
廟
社
穫
を
奉
ず
。
今
貴
人
を
以
て
皇
后
と
な
す
。
行
藪
下
事
左
将
軍
向
朗

を
し
て
節
を
持
し
、
璽
綬
を
擾
く
。
勉
め
て
申
績
を
修
め
、
還
し
ん
で
糎
麗

を
粛
せ
。
皇
后
そ
れ
こ
れ
を
敬
め
よ
』
と
。

　
こ
こ
に
行
丞
相
事
左
将
軍
野
郎
と
兇
え
る
が
、
向
朗
は
嚢
陽
宜
城

の
人
で
（
湖
北
省
宜
城
）
初
め
荊
山
前
劉
表
に
仕
え
、
表
の
死
後
備
に

従
っ
た
。
地
方
太
守
を
溢
し
、
後
主
践
咋
後
、
歩
兵
校
尉
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

更
に
丞
相
長
史
を
領
し
た
。
後
馬
護
の
事
に
坐
し
て
官
を
免
ぜ
ら
れ
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て
い
た
が
、

の
で
あ
る
。

数
年
に
し
て
光
緑
勲
と
な
り
、
左
将
軍
に
移
っ
て
い
た

山ノ、

次
に
尚
書
の
長
官
た
る
尚
書
令
に
な
っ
た
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

尚
書
令
に
な
っ
た
も
の
は
次
の
十
一
名
で
あ
る
。

法
正
（
建
安
2
4
～
2
5
）

玉
出
（
建
安
2
5
～
章
武
2
）

憲
＋
厳
（
二
二
2
～
建
興
4
）

陳
震
（
建
興
4
～
7
）

蒋
碗
（
建
興
1
2
）

費
韓
（
建
興
1
2
～
延
煕
6
）

董
允
（
延
熈
6
～
9
）

呂
叉
（
姪
煕
9
～
1
4
）

陳
砥
（
延
熈
1
4
～
）

董
厭
（
p
　
　
）

奨
建
（
～
　
　
　
）

法
正
　
右
記
風
土
（
陳
西
省
都
県
）
の
名
族
で
建
安
初
に
蜀
に
入
っ

た
が
、
劉
璋
に
は
重
ん
ぜ
ら
れ
ず
、
劉
備
迎
え
入
れ
の
急
先
鋒
と
な

っ
た
。
備
の
平
蜀
後
蜀
郡
太
守
と
な
り
、
建
安
二
十
四
年
備
が
漢
中

王
と
な
る
と
尚
書
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
翌
年
没
す
。

　
劉
巴
　
．
零
陵
蒸
陽
の
人
（
湖
南
省
衡
陽
）
。
　
家
は
世
々
二
千
石
の
家

柄
で
あ
っ
た
。
左
将
軍
西
鼠
色
に
辟
さ
れ
、
備
が
雪
中
王
と
な
る
と

尚
書
と
な
り
、
更
に
法
正
に
代
っ
て
尚
書
令
と
な
っ
た
。
章
武
二
年

卒
す
。

　
李
厳
　
南
陽
の
人
で
、
最
初
荊
州
牧
劉
表
に
仕
え
、
曹
操
が
鋼
州

に
攻
め
込
ん
だ
時
蜀
に
逃
れ
、
劉
璋
に
仕
え
た
。
健
為
太
守
よ
り
尚

書
令
に
鮮
さ
れ
、
備
の
臨
終
に
当
っ
て
亮
と
共
に
後
事
を
託
さ
れ
、

以
後
中
都
護
・
光
隷
勲
・
前
将
軍
・
騒
騎
将
軍
と
遷
っ
た
が
、
註
⑧

に
述
べ
た
事
情
で
廃
さ
れ
た
。

　
陳
、
震
　
彼
も
南
陽
の
人
で
あ
る
。
備
が
荊
州
牧
と
な
っ
た
羨
門
さ

れ
て
従
事
と
な
る
。
入
蜀
後
、
郡
太
守
を
歴
し
て
、
尚
書
令
と
な
る
。

建
興
七
年
衛
尉
に
遷
っ
た
。

　
陳
震
が
衛
尉
に
遷
っ
た
後
、
長
ら
く
尚
書
令
は
概
か
れ
な
か
っ
た
。

次
官
の
尚
書
僕
射
李
福
（
梓
滝
浩
）
が
い
た
が
、
　
尚
書
令
に
は
陞
れ

な
か
っ
た
。

　
図
鑑
・
費
緯
に
次
い
で
尚
書
令
に
な
っ
た
董
允
は
、
和
の
子
で
南
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蜀漠政・tls，・一の構造（狩野）

主
枝
江
の
人
で
あ
る
。
太
子
舎
人
・
太
子
洗
馬
と
な
り
、
禅
の
即
位

と
共
に
黄
門
侍
郎
と
な
っ
た
。
次
い
で
侍
中
に
遷
り
、
虎
二
恩
鄭
将

を
領
し
た
。
延
熈
六
年
輔
国
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
七
年
侍
中
守
尚
書

令
と
な
っ
た
。
彼
は
諸
葛
亮
・
蒋
競
・
葉
隠
と
共
に
四
相
と
さ
れ
、

一
に
四
英
と
も
号
さ
れ
た
（
『
蜀
志
』
巻
九
董
允
伝
注
引
艶
陽
国
志
）
。
彼

の
在
世
中
は
竃
官
黄
皓
は
允
を
揮
れ
て
非
を
な
さ
ず
、
結
の
官
は
黄

門
丞
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
『
蜀
志
』
巻
九
允
伝
）
。

　
呂
叉
　
南
陽
の
人
。
父
常
は
焉
に
従
っ
て
入
曝
す
。
典
曹
校
尉
、

県
の
令
長
・
郡
太
守
を
経
て
尚
書
と
な
り
、
允
に
代
っ
て
尚
書
令
と

な
っ
た
。

　
陳
砥
　
汝
南
の
人
。
許
靖
の
兄
の
外
孫
に
あ
た
る
。
少
き
よ
り
靖

の
家
に
長
じ
、
選
曹
郎
に
な
っ
た
。
費
緯
に
晃
出
さ
れ
て
侍
中
と
な

り
、
父
の
死
す
る
や
尚
書
令
に
な
っ
た
。
砥
が
尚
書
令
と
な
る
や
窟

人
黄
皓
は
、
彼
と
相
表
裏
し
て
政
を
乱
し
、
国
を
亡
す
基
を
な
し
た
。

　
…
奨
建
　
南
陽
の
人
。
董
蕨
が
大
将
軍
に
遷
り
台
事
を
平
す
る
に
及

ん
で
尚
書
令
と
な
っ
た
。

　
以
上
に
見
て
来
た
通
り
、
純
忠
を
除
い
て
、
そ
の
外
は
何
れ
も
非

土
着
人
士
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
蜀
漢
国
の
政

治
が
非
土
着
人
士
特
に
津
南
出
身
老
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
雷
え
る
よ
う
に
思
う
。

　
尚
書
系
の
官
の
人
的
構
成
は
、
僕
射
以
下
の
属
官
を
見
て
も
非
聖

霊
人
士
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
三
国
志
そ
の
他
か
ら

知
り
得
る
限
り
に
お
い
て
、
尚
書
系
の
属
官
と
な
っ
た
も
の
を
参
考

の
た
め
掲
げ
る
と
次
の
通
9
に
な
る
。

尚
審
僕
射

　
　
　
⑭

李
福
（
梓
濾
浩

　
銚
　
曲
（
巴
確
聞
中

　
董
　
騒
（
義
陽

　
諸
葛
謄
（
破
邪

　
　
　
⑰

　
張
　
紹
（
涼
郡

尚
　
書

弓長　　、暢　　呂　　1鱗ミ　登i～　劉　　拳易

儀
（
嚢
陽
）

巴
（
零
陵
）

芝
（
義
陽
）

震
（
幣
陽
）

又
（
南
陽
）

斉
（
巴
繭
騰
中
）

⑭
遜
（
源
）

建
興
7
～
延
煕
元
）

廷
煕
元
～
5
）

延
煕
5
～
禁
聾
兀
）

崇
上
元
～
4
）

景
躍
4
～
　
）

（
画
聖
は
県
大
姓
）
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文衛許劉宗張胡向
充
（
裏
陽
）

博
（
義
陽
）

翼
（
健
為
武
陽
）

預
（
南
陽
）

式
（
義
陽
）

⑰
游
（
汝
南
）

総
（
漢
嘉
厳
道
）

立
（
巴
郡
臨
江
）

（
交
氏
は
芸
大
姓
）

　
馬
齊
・
張
翼
・
衛
縫
・
文
立
の
四
名
が
土
着
人
士
で
あ
る
。
張
翼

は
高
祖
父
浩
が
司
空
、
曾
祖
父
綱
が
広
陵
太
守
と
な
っ
た
名
族
の
出

で
、
軍
備
入
筆
の
時
、
召
さ
れ
た
。
土
着
人
士
と
し
て
は
可
成
り
活

躍
し
た
人
で
あ
る
。
ま
た
馬
齊
・
文
立
は
そ
れ
ぞ
れ
、
張
飛
・
費
緯

に
児
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

郎
　
中

吏
部右左

二選
羅
憲
（
裏
陽
）

陳
砥
（
汝
南
）

　
⑱

鄙
良
（
義
陽
）

楊
戯
（
健
為
武
陽
）

王
祐
（
襟
止
郡
）
　
（
王
氏
は
県
大
鰐
）

尚
轡
郎
蒋
碗
（
零
陵
）

　
　
　
　
馬
斉
（
巴
西
閥
中
）

　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　
李
駿
（
梓
演
浩
）
　
　
（
李
氏
は
郡
大
姓
）

　
　
　
　
郵
芝
（
義
陽
）

　
　
　
　
李
虎
（
？
．
）

　
　
　
　
黄
崇
（
巴
西
聞
中
）
　
（
黄
氏
は
県
大
姓
）

　
　
　
　
　
（
嚇

　
　
　
　
費
恭
（
江
夏
）

　
　
　
　
習
忠
（
嚢
陽
）

　
　
　
　
李
密
（
健
為
武
陽
）
　
（
李
氏
は
堅
大
島
）

　
度
肝
　
柳
伸
（
蜀
郡
成
都
）
　
（
柳
氏
は
五
大
姓
）

　
軍
紀
（
四
百
石
　
六
指
）
に
は
大
分
益
州
土
着
人
士
も
任
ぜ
ら
れ
て

い
る
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
尚
書
系
統
の
官
は
非
土
着
人
士
の
任

ぜ
ら
れ
る
こ
と
多
く
、
従
っ
て
蜀
漢
政
権
は
非
土
着
人
±
の
勢
力
の

優
勢
な
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
次
に
丞
相
府
そ
の
他
の
人
事

を
見
る
と
、
な
お
一
層
こ
の
事
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
う
。

七

　
諸
葛
亮
は
建
興
元
年
に
丞
糧
府
を
開
く
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
丞
稲
府
が
そ
の
後
の
論
法
の
政
治
に
果
し
た
役
割
は
少
く
な
か

っ
た
よ
う
で
、
亮
は
関
中
出
兵
に
当
っ
て
は
、
丞
穣
留
府
長
史
を
置
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蜀漢政権の構遺（狩野）

い
て
、
自
己
の
腹
心
を
こ
れ
に
任
じ
、
連
絡
を
密
な
ら
し
め
た
の
で

あ
る
。
で
は
丞
相
府
に
は
ど
の
よ
う
な
官
が
置
か
れ
、
如
何
な
る
人

物
が
そ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
三
国
職
官
表
』

（
洪
飴
孫
）
に
よ
る
と
、
丞
相
府
属
の
官
職
と
し
て
軍
師
祭
酒
・
中

軍
師
・
後
軍
師
・
左
右
長
史
・
留
府
長
史
・
左
右
司
馬
・
従
事
中
郎

・
主
簿
・
参
軍
・
西
曹
橡
属
・
東
曹
橡
属
・
倉
曹
橡
属
・
記
室
・
門

下
督
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
一
々
に
つ
い
て
、

そ
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
挙
げ
て
も
、
徒
ら
に
煩
を
増
す
の
み

で
あ
ろ
う
か
ら
、
蔑
扇
面
で
重
要
と
思
わ
れ
る
二
・
三
の
職
に
考
察

を
止
め
た
い
。

左
右
長
沼
（
署
諸
曹
事
）

　
王
連

　
向
朗

　
歪
軸

　
王
連
　
南
陽
の
人
。
劉
璋
の
時
よ
り
蜀
に
来
て
い
た
。
備
は
彼
を

什
郁
令
と
し
、
司
濫
校
尉
に
遷
し
た
。
建
興
元
年
、
下
甑
校
尉
に
拝

し
て
丞
相
長
史
を
領
し
た
。

　
向
朗
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
、
彼
は
歩
兵
校
尉
を
以
て
連
に
代
っ

て
丞
桐
長
史
を
領
し
た
。

　
揚
儀
　
嚢
陽
の
人
。
建
安
年
間
荊
州
刺
史
傅
馨
の
主
簿
た
り
し
時
、

関
羽
の
下
に
走
っ
た
。
備
の
平
念
望
尚
書
と
な
り
、
建
興
三
年
丞
相

府
蛙
軍
と
な
P
、
八
年
国
史
に
遷
っ
た
。
後
蜂
鳥
と
睦
ま
ず
、
廃
さ

れ
て
民
の
身
分
に
お
と
さ
れ
た
。

留
府
長
史
　
（
丞
網
傾
兵
幽
剛
統
瘤
宴
）

　
回
護

　
蒋
碗

　
動
転

　
紅
鶴
・
馬
三
共
に
土
着
人
士
で
あ
る
。
張
畜
は
蜀
郡
成
都
の
人
で
、

張
氏
は
成
都
県
の
大
姓
の
一
で
あ
る
。
劉
璋
の
時
益
州
従
事
と
な
り
、

備
の
入
蜀
後
は
巴
郡
太
守
・
司
金
中
郎
将
を
経
て
射
乳
太
守
と
な
っ

た
。
た
ま
た
ま
郡
に
雍
團
の
乱
が
起
り
、
太
守
で
あ
っ
た
喬
は
捕
え

ら
れ
て
呉
に
送
ら
れ
た
。
呉
よ
り
帰
っ
て
丞
網
府
参
軍
と
な
り
、
州

治
中
従
事
を
領
し
、
つ
い
で
射
声
校
尉
を
以
て
留
府
長
史
を
領
し
た
。

主
簿
（
録
宥
衆
蜜
）

董
豚
（
義
膜
）

胡
済
（
義
陽
）

近
点
（
南
陽
）

　
　
⑳

楊
題
（
製
陽
）
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楊
戯
（
健
為
武
陽
）

参
軍

　
馬
護
（
護
陽
）

　
揚
儀
（
嚢
陽
）

　
塵
化
（
嚢
陽
）

　
宗
預
（
南
陽
）

　
張
蕎
（
蜀
郡
成
都
）

　
蒋
碗
（
嚢
陽
）

　
費
緯
（
江
夏
）

　
王
平
（
巴
西
宕
渠
）

　
馬
忠
（
巴
酋
閥
中
）

　
胡
弓
（
義
陽
）

　
李
濯
（
広
漢
郊
）

　
娩
曲
（
二
千
閥
中
）

　
閻
曇
（
？
）

　
鍵
習
（
建
寧
）

　
魚
脳
（
？
）

　
杜
諜
（
南
陽
）

　
盛
勃
（
？
）

西
曹
　
　
　
典
選
挙

（
湯
氏
は
県
同
姓
）

（
張
氏
は
二
大
姓
）

（
馬
氏
は
県
大
姓
）

（
李
氏
は
県
大
姓
）

（
塁
氏
は
大
運
）

　　東
属橡曹属振

李
勧
（
広
漢
鄭
）

頼
広
（
、
零
陵
）

　
　
典
選
挙

蒋
碗
（
零
陵
）

揚
額
（
嚢
陽
）

（
挙
氏
は
県
大
饗
）

　
今
ま
で
に
紹
介
し
た
人
物
と
だ
い
ぶ
ん
重
複
す
る
竜
の
も
あ
る
が
、

兎
に
角
、
丞
相
府
属
竜
非
土
着
人
士
に
よ
っ
て
多
く
占
め
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

る
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。

　
そ
の
他
開
府
を
許
さ
れ
た
竜
の
は
大
司
馬
將
碗
、
大
回
軍
費
緯
・

姜
維
ら
が
あ
る
が
．
、
そ
の
府
厨
に
つ
い
て
は
全
く
断
片
的
に
し
か
分

っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

　
以
上
蜀
漢
政
権
の
中
核
を
形
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
官
に
つ
い
て
、
そ
の
人
的
構
成
を
一
現
存
の
資
料
か
ら
復
原
し
得

る
限
り
、
こ
れ
を
復
原
し
て
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
非
野
州

人
士
、
特
に
荊
州
人
士
の
優
勢
な
る
こ
と
が
分
つ
た
。
限
ら
れ
た
史

料
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
数
の
多
少
が
直
に
勢
力
の
強
弱
に
結
び
つ
け

う
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
職
権
が
当
時
の
政
治
の
原
動

力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
蜀
漢
政
権
内
に
お
け
る
荊
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⑰

州
人
士
の
占
め
る
地
位
の
大
き
さ
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

八

　
そ
れ
で
は
益
州
土
着
の
人
達
の
多
く
は
ど
の
よ
う
な
地
位
に
つ
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
先
に
蜀
漢
国
の
最
高
責
任
者
は
、
丞
相
乃
至
は
大
司
馬
・
大

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
府
を
開
く
こ
と
を
許
さ
れ
、
録
尚
書
事
・
領

益
州
刺
史
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
つ
い
で
、
尚
書
系
な
ら
び
に
丞

糖
府
属
の
構
成
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
予
州
刺
史
庁
の
そ
れ
に

は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
益
州
刺
史
庁
樽
造
の
問
題
が
、

益
州
土
着
の
人
土
の
動
向
と
関
係
が
深
く
、
こ
れ
と
切
離
し
て
は
考

え
難
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
前
漢
武
帝
は
、
地
方
行
政
を
監
察
し
、
地
方
官
の
非
行
を
弾
劾
す

る
た
め
に
、
全
土
を
十
三
の
州
に
分
ち
、
各
州
毎
に
一
名
の
刺
史
を

派
遣
し
た
。
最
初
は
そ
の
藤
も
低
く
（
六
百
石
）
、
　
一
定
の
治
所
載
有

さ
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
二
千
石
の
官
と
な
り
、
一
定
の
治
所
を
も

ち
、
属
僚
を
率
い
、
郡
太
守
の
上
に
位
す
る
地
方
長
官
の
如
き
存
在

と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
て
刺
・
更
は
任
所
に
赴
く
や
属
官
を
選
ぶ
わ
け
だ
が
、
そ
の
さ
い

に
は
地
方
土
着
の
者
が
任
ぜ
ら
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始

め
て
刺
史
は
ス
ム
ー
ス
に
統
属
下
の
地
方
を
治
め
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
土
着
の
者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
し
た
官
職
に
任
命
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
の
政
治
的
・
社
会
的
勢
力
を
伸
長
し
て
い
く
手
だ
て

と
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
豪
族
化
へ
の
一
つ
の
道
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

で
は
三
国
時
代
に
入
り
、
蜀
の
如
く
流
寓
政
権
を
頂
い
た
場
合
、

土
着
人
士
の
こ
の
豪
族
化
へ
の
道
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
。
こ
の

点
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
こ
の
時
代
の
土
着
豪
族
の
政
治

生
活
の
実
態
の
一
面
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
続
漢
志
に
よ
れ
ば
、
後
漢
の
刺
史
の
属
僚
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
功
曹
従
事
（
主
州
選
署
及
衆
事
。
司
隷
の
み
に
お
か
る
。
司
隷
以
外
の
州

で
は
藁
打
従
事
と
い
う
）
。
別
駕
従
事
（
行
部
剛
奉
引
録
衆
事
）
。
　
簿
曹
従

事
（
主
面
穀
簿
曹
）
。
兵
曹
従
事
（
有
軍
事
零
幸
、
主
兵
事
）
。
部
郡
国
従

事
（
主
督
促
交
書
察
挙
非
法
）
。
　
以
上
が
従
事
史
と
呼
ば
れ
、
　
そ
の
下

に
仮
佐
が
置
か
れ
た
。
仮
佐
に
は
、
主
簿
・
門
亭
長
・
功
曹
書
佐
・

孝
経
師
・
月
令
師
・
律
令
師
・
簿
曹
書
佐
・
都
角
書
佐
・
典
郡
安
佐

（
各
郡
国
ご
と
に
一
名
）
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
さ
て
蜀
漢
で
も
、
益
州
刺
史
の
属
官
と
し
て
は
略
々
前
代
と
同
じ
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規
模
の
も
の
が
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
刺
史
の
機
構
の

主
軸
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
就
い
た
も
の
が
比
較
的
多
く
分
る
従
事

史
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

　
『
三
国
職
官
表
』
は
益
州
従
事
史
と
し
て
、
越
中
従
事
、
別
駕
従

事
、
功
曹
従
事
、
議
曹
従
事
、
勧
学
従
事
、
典
学
従
事
、
部
郡
従
事
、

督
軍
従
事
、
従
事
祭
酒
等
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
便
宜
上
こ
の
順
に

従
っ
て
、
そ
の
職
に
つ
い
た
も
の
を
列
挙
す
る
。

治
中
従
事

　
楊
洪
（
健
為
武
陽
）
　
（
揚
氏
は
県
大
姓
）

　
彰
蒙
（
広
漢
）

　
文
恭
（
梓
滝
漕
）
　
　
（
文
氏
は
郡
賑
姓
）

　
張
商
（
蜀
郡
成
都
）
　
（
張
氏
は
県
四
姓
）

　
三
権
（
巴
西
閥
中
）
　
（
黄
氏
は
県
大
姓
）

　
馬
忠
（
巴
西
闊
中
）
　
（
馬
氏
は
県
大
姓
）

　
そ
の
外
に
尊
爵
は
播
溶
（
武
陵
の
人
）
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼

は
「
先
生
入
蜀
以
藍
鼠
州
治
申
暗
躍
州
事
」
と
あ
る
如
く
、
鋼
州
町

中
従
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
考
察
の
対
象
か
ら
省
く
。

別
駕
従
事

　
趙
柞

　
　
蜀
細
巻
二
先
主
伝
建
安
二
十
五
年
の
条
に
そ
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
そ

　
　
　
の
本
・
貫
等
は
分
ら
な
い
。

　
秦
窮
（
広
漢
綿
竹
）
　
（
秦
氏
は
県
首
族
）

　
李
恢
（
建
三
余
元
）
　
（
大
姓
～
　
　
）

　
馬
勲
（
巴
西
闘
中
）
　
（
馬
氏
は
購
大
姓
）

　
李
朝
（
広
漢
郭
）
　
　
（
李
氏
は
県
大
姓
）

　
汝
超

　
　
蜀
志
三
後
主
伝
衆
耀
六
年
注
引
王
隠
蜀
記
に
そ
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
、

　
　
太
「
貫
は
分
ら
な
い
。
但
し
汝
と
い
う
M
賎
は
新
都
県
の
四
姓
に
挙
げ
ら
れ

　
　
て
い
る
。

　
王
謀
（
漢
嘉
）

　
功
曹
従
事
　
こ
の
職
は
漢
で
は
司
隷
の
み
に
置
か
れ
た
の
で
、
他

の
州
で
は
治
中
従
事
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
州
に
は
当
然
置

か
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
上
す
で
に
口
中
従
事
が
あ
る
以

上
、
そ
の
機
能
は
全
く
重
複
し
て
し
ま
う
。
所
で
洪
亮
吉
は
こ
の
職

に
就
い
た
も
の
と
し
て
馬
素
（
腱
為
武
陽
）
・
五
梁
（
腱
為
南
安
）
・
李

恢
（
建
学
愈
元
）
∴
挑
柚
（
巴
西
蔵
中
）
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の

根
拠
は
各
々
次
の
記
載
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
楊
洪
…
…
先
主
蜀
を
定
む
、
太
守
李
厳
命
じ
て
功
曹
と
な
す
。
　
（
『
蜀
志
』

＋
一
楊
洪
伝
）
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建
興
二
年
、
丞
絹
亮
益
州
を
領
す
。
岩
髭
に
は
皆
旧
徳
を
妙
薬
す
。
暮
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

を
以
て
別
駕
と
な
す
。
五
梁
は
功
曹
と
な
り
、
　
（
杜
）
微
は
主
簿
と
な
る
。

（輔．

?
志
』
十
二
杜
微
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
先
主
益
州
牧
を
領
す
。
　
（
李
）
恢
を
以
て
功
儒
書
佐
主
簿
と
な
す
。
（
『
蜀

志
』
十
竃
李
恢
伝
）

　
嬬
佃
…
…
先
主
益
州
を
定
む
。
後
、
功
曹
書
佐
と
な
す
。
（
糊
蜀
志
』
十
五

楊
戯
伝
引
季
漢
輔
匿
磐
）

で
あ
る
。
楊
洪
は
太
守
李
厳
が
任
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
郡

の
功
鶴
で
あ
っ
て
・
功
藤
従
事
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
五
三
の
場

合
は
「
秦
密
が
別
駕
（
別
駕
従
事
の
略
）
と
な
る
」
と
い
う
語
に
引
か

れ
て
、
功
曹
を
好
評
従
事
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
杜
微
は

主
…
薄
（
仮
佐
の
一
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
功
暫
も
無
理
に
益
州
に
存
在

し
う
る
筈
の
な
い
功
曹
従
事
と
解
す
る
よ
り
は
、
仮
佐
の
一
た
る
功

曹
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
燈
心
う
。
亀
卜
・
挑
価
隅
の
場
合
は
明
ら

か
に
功
曹
書
佐
（
仮
佐
の
一
）
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
陸
曹
を
功
齋
従

事
と
は
解
し
得
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
洪
亮
吉
が
蜀
漢
に
功
曹
従
事
の
職
あ
り
と
す
る

の
は
誤
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

議
曹
従
事

　
杜
瑠
（
蜀
鄭
成
都
）
　
（
杜
氏
は
県
四
姓
）

勧
学
従
事

　
張
爽

　
　
蜀
志
巻
二
先
生
伝
建
安
二
十
五
年
の
条
に
そ
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
あ

　
　
る
。

　
予
土
酬
（
梓
潴
｝
湛
）

　
謙
周
（
巴
繭
西
充
国
）

三
三
従
事

　
誰
周
（
巴
西
廼
充
魎
）

部
郡
従
事

　
工
房

　
　
蜀
上
巻
薫
後
主
伝
建
興
元
年
注
引
魏
氏
春
秋
に
そ
の
名
が
見
え
る
だ
け

　
　
で
あ
る
が
、
三
三
は
大
工
と
し
て
腰
々
見
ら
れ
る
姓
で
あ
る
。

　
揚
洪
（
縫
為
武
陽
）
　
（
杜
氏
は
県
大
嶺
）

　
日
量
（
広
漢
都
）
・
　
（
李
氏
は
県
大
蔵
）

　
曲
翼
禄
（
巴
西
安
漢
）

　
費
詩
（
腱
為
南
安
）
　
（
費
氏
は
県
大
姓
）

督
責
従
離

　
何
鱈
（
蜀
郡
螂
）
　
　
（
侮
氏
は
冠
冤
大
姓
）

　
王
離
（
広
漢
）
　
　
（
部
県
に
大
姓
王
氏
あ
り
）
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三
位
（
空
子
南
安
）
　
（
費
氏
は
県
大
姓
）

　
節
目
（
健
為
武
陽
）
　
（
楊
氏
は
察
大
福
）

　
　
洪
氏
の
挙
げ
て
い
る
の
は
以
上
四
名
だ
が
、
他
に
紋
下
岡
志
巻
十
二
に

　
常
錺
（
蜀
郡
江
原
）
　
（
常
氏
は
県
氏
姓
）
の
名
が
見
え
る
。

従
事
祭
酒

　
何
宗
（
蜀
郡
邸
）
　
　
（
弼
氏
は
冠
冤
大
姓
）

　
程
畿
（
巴
鴨
閥
中
）

そ
の
他
た
だ
従
事
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
張
鰻
（
巴
酉
二
二
国
）

　
三
密
（
纏
為
武
陽
）
　
（
李
氏
は
県
大
姓
）

　
李
蓬
（
広
漢
邸
）
　
　
（
李
氏
は
県
大
姓
）

洪
氏
は
以
上
三
名
し
か
挙
げ
て
な
い
が
、
藥
陽
寸
志
に
よ
り
以
下
の

数
名
が
補
え
る
。

　
交
　
　
立
（
巴
郡
臨
江
）
　
（
文
氏
は
県
大
姓
）

　
　
　
　
⑳

　
司
馬
勝
之
（
広
漢
綿
雪
）

　
常
　
　
田
助
（
蜀
長
江
源
）
　
（
常
氏
は
事
大
姓
）

　
何
　
　
随
（
二
野
郵
）
　
　
（
何
氏
は
県
大
葉
）

　
王
　
　
化
（
広
漢
邸
）
　
　
（
王
氏
は
県
大
姓
）

　
寿
　
　
良
（
蜀
郡
成
都
）

以
上
煩
を
い
と
わ
ず
に
従
事
史
に
な
っ
た
も
の
を
列
挙
し
た
が
、
州

自
ら
辟
除
す
る
原
則
は
崩
さ
れ
て
い
な
い
。
土
着
人
士
達
は
、
前

代
以
来
引
続
き
、
州
郡
の
要
職
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
地

位
を
高
め
て
い
っ
た
。
た
と
え
中
央
政
府
に
ま
で
そ
の
勢
力
は
伸
長

し
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
等
の
地
域
的
な
支
配
権
と
い
う
も
の

は
終
に
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
否
寧
ろ
こ
の
時
代
を
通
し
て
、
益
友
そ

の
地
盤
を
固
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
政
府
の
出
兵
に
対

す
る
批
判
も
、
こ
う
し
た
地
盤
の
上
に
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ

に
い
ま
従
事
史
に
挙
げ
た
人
物
の
姓
が
、
華
陽
国
運
に
載
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

晋
代
の
大
姓
と
殆
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
が
大
雨
と
し

て
成
長
す
る
時
期
に
当
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

九

　
以
上
私
は
本
稿
に
お
い
て
、
三
三
政
権
の
中
枢
部
は
、
結
局
鋼
…
州

出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
益
鳥
土
着
人
士

は
、
州
郡
の
属
官
と
な
り
、
前
代
よ
り
引
続
い
て
所
謂
る
大
姓
と
し

て
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
た
だ
巴
蜀
地
方
の
大
姓
は
矢

張
り
そ
の
地
域
的
な
条
件
か
ら
か
、
終
に
一
流
の
貴
族
と
な
る
機
会

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
動
植
政
燦
の
成
立
に
関
し
て
は
、
川
勝
義
雄
「
蕾
操
軍
団
の
欝
成
に
つ
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い
て
」
　
（
糊
、
京
大
入
文
科
学
研
究
所
二
十
五
周
年
論
集
」
）
五
井
直
弘
「
齋

　
操
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
五
）

②
呉
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
門
三
岡
呉
の
政
治
と
網
羅
」
（
唱
、
史
林
臨
三

　
十
八
巻
第
一
丹
）

③
泓
の
計
算
に
よ
る
と
、
訳
義
二
十
二
人
、
箕
輪
十
九
入
、
覇
隷
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
徐
・
幽
・
豫
各
二
人
、
涼
・
翼
・
青
・
寛
一
人
と
な
る
。
国
に
、
後
の
行

　
論
と
も
開
係
が
あ
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
蜀
志
に
専
伝
あ
る
も
の
の

　
出
身
地
珊
の
袋
を
作
る
と
左
の
糠
に
な
る
。

　
　
荊
州
　
衛
陽
（
黄
忠
　
陳
震
　
温
又
　
李
厳
　
魏
延
　
王
連
　
許
慈

　
　
　
来
緻
　
置
数
　
宗
預
）
　
嚢
陽
（
騰
統
　
平
編
　
楊
儀
　
向
朗
）
、

　
　
　
南
郡
（
奮
和
　
董
允
　
穫
峻
）
　
零
陵
（
劉
巴
　
懸
盤
）
　
武
陵

　
　
　
（
滲
立
）
　
注
夏
（
費
韓
）
　
長
沙
（
劉
封
）

　
　
越
州
　
巴
西
（
周
璽
　
謙
周
　
黄
権
　
馬
忠
　
甚
平
　
張
疑
）
　
健
為

　
　
　
（
揚
洪
　
費
詩
　
張
翼
　
楊
戯
）
　
梓
漉
（
杜
徹
　
灘
黙
　
聖
誕
）

　
　
広
漢
（
隔
絶
　
彰
鍍
）
　
蜀
郡
（
張
手
　
櫨
暖
）
　
建
寧
（
李
恢
）

　
　
永
墨
（
呂
蹴
）

　
司
隷
　
扶
風
（
馬
超
　
法
正
）
　
河
南
（
孟
光
　
郷
正
）
　
河
東
（
関

　
　
羽
）

　
徐
州
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
司
（
諸
葛
亮
）

＝暑⊇二　う饗

レ｝　ダな
チ【｛　　ジ｛｛

凍豫幽
タ｛・1　　ジ・魏　　タ・1｛

東
海
（
纂
竺
）

源
郡
（
張
飛

汝
南
（
許
靖
）

天
水
（
姜
維
）

常
山
（
趙
雲
）

北
海
（
孫
乾
）

簡
雍
）

　
魯
圏
（
劉
淡
）

　
　
魔
州
　
山
陽
（
野
蛮
）

　
　
　
南
陽
の
項
に
は
、
陳
謝
が
義
賊
郡
鐵
身
と
記
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て

　
　
い
る
。
　
義
陽
が
羅
か
れ
た
の
は
、
　
皿
日
の
太
｛
殿
年
閣
凹
の
こ
と
で
あ
っ
て

　
　
（
蟹
轡
巻
十
五
地
理
志
下
）
、
　
後
漢
・
．
三
岡
時
代
は
、
義
陽
郡
の
地
は

　
　
未
だ
南
陽
郡
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
陳
寿
は
し
ば
く
、
齊
代
に

　
　
使
燭
さ
れ
た
呼
称
を
そ
の
ま
ま
三
岡
の
晴
の
こ
と
を
湿
す
際
に
怖
い
て

　
　
い
る
。

④
　
例
え
ば
、
宮
翔
尚
志
『
藷
葛
孔
明
偏
（
一
二
〇
頁
）
、
宮
崎
市
定
『
九
ロ
㎎

　
官
人
法
の
研
究
」
　
（
八
頁
）

⑤
周
婁
は
巴
相
聞
申
の
人
で
、
家
富
み
、
父
の
欝
は
広
漢
の
総
軍
に
学
び
、

　
彼
の
名
は
董
扶
・
任
安
に
次
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
。
鍵
も
父
か
ら
天
文
術
を

　
学
び
、
家
に
天
文
台
を
作
っ
て
観
測
に
從
瀕
し
た
。
彼
は
劉
備
の
漢
中
繊

　
兵
に
対
し
川
漁
誰
其
地
不
縦
隔
畏
也
。
若
鐵
編
軍
必
不
利
。
」
と
欝
つ
た
。

　
玄
た
蜀
郡
の
人
で
、
ワ
て
の
天
轟
イ
は
繕
に
過
ぎ
る
と
い
わ
れ
た
壁
厚
も
「
不

　
懸
軍
漢
中
。
軍
・
必
不
粋
眉
」
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
張
氏
は
成
都
四
姓
の
一

　
に
数
．
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
さ
ら
に
張
翼
の
伝
を
見
る
と
彼
は
合
馬
の
出
兵
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば

　
そ
の
不
可
な
る
こ
と
を
言
っ
た
と
見
え
て
い
る
。
　
「
維
議
…
復
鐵
軍
。
唯
瑠
災

　
廷
争
。
以
為
圏
小
民
．
労
。
不
宜
顯
武
。
　
維
不
卜
聡
。
」
本
文
中
に
も
述
べ
た

　
如
く
、
張
翼
の
一
門
は
、
後
漢
時
代
か
ら
の
健
為
武
陽
の
名
族
で
あ
っ
た
。

⑥
拙
稿
「
後
漢
末
の
世
相
と
巴
蜀
の
動
向
」
（
繋
尿
洋
史
研
究
』
第
十
五
巻

　
第
三
弩
）
及
び
「
蜀
漢
園
前
史
」
（
肥
、
東
方
学
」
第
十
六
輯
）

⑦
拙
稿
「
蜀
漢
国
前
史
」
（
三
十
頁
）

⑧
　
李
厳
は
後
に
諸
葛
亮
と
隙
を
生
じ
、
亮
の
郵
出
顯
撃
に
も
軍
糧
を
充
分
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に
送
ら
ず
、
た
め
に
売
が
退
却
す
る
ζ
、
逆
に
亮
は
軍
糧
が
豊
か
な
の
に

　
退
却
し
た
と
公
書
す
る
有
様
で
、
遂
に
平
罵
の
身
分
に
既
さ
れ
、
終
身
螢

　
居
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⑨
劉
備
は
入
蜀
後
壁
留
呉
氏
を
二
つ
た
が
、
呉
氏
は
嘗
て
は
環
の
兄
瑠
の

　
妻
で
、
当
時
未
亡
人
で
あ
り
、
兄
の
壱
は
劉
焉
・
劉
環
の
高
官
と
な
っ
て

　
い
た
。
又
太
子
琳
の
妃
は
費
緯
の
長
女
で
あ
る
が
、
最
盛
は
江
夏
邸
の
人

　
で
環
の
愚
の
一
族
で
あ
る
。
灘
は
又
子
の
恭
を
公
主
に
尚
さ
し
め
て
い
る
。

⑩
『
咳
徐
叢
考
』
巻
二
六
尚
需

⑪
　
　
「
益
部
菩
旧
雑
記
臼
、
諸
葛
亮
於
武
功
病
篤
、
後
主
遣
（
李
）
福
雀
侍
、

　
潮
面
諮
以
国
家
大
計
、
福
往
具
宣
聖
旨
、
聴
亮
極
言
、
至
別
戸
数
臼
、
忽

　
馳
思
未
尽
其
意
、
・
遂
却
騎
馳
還
、
見
亮
、
亮
語
福
日
￥
孤
知
己
素
意
、
近

　
日
言
語
難
弥
日
、
有
所
不
尽
、
更
来
一
決
耳
、
隠
所
問
者
、
公
団
其
辺
也
、

　
橿
謝
前
実
失
産
諮
、
請
公
如
公
百
年
後
誰
重
任
大
事
者
、
故
騨
■
還
耳
、
乞

　
復
礼
蒋
碗
之
後
、
憶
想
任
者
、
亮
田
文
緯
（
韓
の
掌
）
可
以
総
之
、
又
復

　
間
其
次
、
亮
不
答
（
蜀
志
巻
一
五
∀

⑫
　
こ
れ
は
、
巌
蒔
の
大
姓
の
社
会
生
活
を
見
る
上
に
爾
白
い
資
料
で
あ
る
。

⑬
　
　
（
建
興
）
五
年
随
痴
漢
中
、
朗
素
与
論
護
善
、
護
逃
亡
、
朗
知
情
不
挙
、

　
亮
恨
之
、
免
官
還
成
都
。

＠＠＠＠dy一＠

李
禰
の
父
権
は
劉
焉
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
豪
強
の
一
人
で
あ
る
。

紹
は
張
飛
の
子

遵
は
張
飛
の
孫

游
は
許
靖
の
子

良
は
郵
芝
の
子

駿
は
李
福
の
従
子

⑳
恭
は
費
緯
の
子

⑳
　
懸
は
楊
儀
の
宗
人

⑳
　
諸
蔦
亮
が
北
征
に
当
り
、
有
名
な
出
師
蓑
を
上
る
が
、
そ
の
中
に
彼
が

　
後
事
を
託
し
う
る
人
物
と
し
て
、
後
主
震
源
に
推
し
て
い
る
の
は
次
の
春

　
で
あ
る
。

　
　
「
侍
中
倦
鄭
郭
依
之
・
費
緯
・
雌
蕊
等
、
此
皆
良
実
、
志
慮
忠
純
、
是

　
　
以
先
帝
簡
抜
、
炭
壷
陛
下
、
愚
以
為
宮
中
他
事
、
事
無
大
小
、
悉
以
盗

　
　
之
、
然
後
施
行
、
…
…
将
軍
向
籠
、
性
行
淑
均
、
暁
暢
軍
事
、
…
…
愚

　
　
以
為
獄
中
戯
事
、
悉
以
並
幅
、
…
…
」

　
こ
こ
に
郭
紋
之
は
薄
陽
の
人
、
向
籠
は
裏
陽
宜
城
の
入
で
、
向
朗
の
兄
の

　
子
で
あ
る
。

⑳
　
何
煉
は
『
前
門
読
書
記
』
に
あ
4
9
い
て
門
（
張
）
蕎
出
射
声
校
尉
領
留
府
畏

　
史
」
の
条
に
「
疑
重
高
幹
理
、
亦
不
欲
、
襲
用
公
証
（
毒
断
）
交
緯
（
費

　
緯
）
、
暑
府
購
、
　
一
隅
皆
楚
人
、
失
蜀
士
鴬
巣
、
」
と
評
し
て
い
る
。

⑳
　
　
『
続
漢
志
』
百
官
志
郡
麟
の
条
に
「
皆
徽
諸
曹
橡
史
、
本
注
油
、
諸
曹

　
略
如
公
出
歯
、
無
東
西
蕾
、
有
功
薯
史
」
と
見
え
る
。

⑳
　
覇
馬
勝
之
…
…
時
蜀
国
憲
書
佐
、
鶉
与
郡
功
薯
参
選
、
蒲
従
箏
飛
台
鄭
、

　
特
重
察
挙
、
難
位
経
朝
要
、
還
為
秀
考
、
亦
厳
粛
層
流
、
（
四
華
陽
繍
志
』

　
巻
＋
こ

⑳
　
後
漢
及
び
劉
焉
、
劉
璋
下
に
巴
蜀
出
身
者
で
活
躍
し
た
も
の
の
姓
と
華

　
陽
瞬
士
心
に
晃
え
る
大
姓
と
の
間
の
一
致
度
よ
り
、
蜀
漢
政
権
下
に
活
…
躍
し

　
た
も
の
の
、
姓
と
の
間
の
そ
れ
の
方
が
ず
っ
と
緊
密
で
あ
る
。

　
〔
附
記
〕
本
稿
は
昭
和
三
十
三
年
度
東
洋
史
談
謡
講
大
会
に
て
装
表
し
た

　
も
の
筑
一
部
で
あ
る
。
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’Latin　Fac　thers　and　the　medieval　Christians　regarded　the　Epitome　of

Trogus’　work　by　Justinus　as　the　most　authoritative　bool〈　of　secular

’history．　Thus　Greel〈　image　of　world－history　has　been　naturally　ac一

・cepted　by　medieval　ac　nd　modern　Europeac　n　historiac　ns．

Regional　Study　of　Census－taking　in　the　First

　　　　Year　of　Ta．t’α㎎一t’ien．Pao（大唐天爵）

by

Kaizabur6　Hino

　　According　to　the　census．taking圭n　the且rst　year　of　t’ien－pαo（天宝）

・of　7りang　（唐）　（742），　great　difference　can　be　found　in　the　population

rate　by　Tao　（道）’　the　highest　administrative　district，　and　greater

difference　by　Chou　O・ID　；　for　example，　the　average　of　a　Chou　Oi］D

came　up　to　even　120　a　house；this　did　not　inean　the　greatness　of　a

family　but　the　incorrect　investigation　of　the　census　by　the　tax－book

which　was　made　the　political　consideration　by　Tao（道）and　Chou

（“・ID　authorities　to　adjust　the　difference　of　tax　burden　for　each　class，

light　to　the　rich　and　heavy　to　the　poor．　．
　　More　accura宅e　Tsi－chang（籍帳）which　the　authorities　of　Chou－hs“an

（州県）made　for　their　own　use，　to　say　nothing　of　Chi－chαng（計帳），・

listed　even　far　less　than　real　population．

Administrative　Structure　of　Shzt．han（蜀魂）

by

NaoSada　Kan　o

　　OMcials　from　I－chou（益州）could　hardly　be　found　in　the　higher　ofifi一

．cialdom　in　Shu－han（蜀1莫）but　those　from　Chi－chou（荊州）played　a

most　active　part　in　it．　iMost　of　offLcials，　concerned　with　Shang－slnt

（尚書）as　a　core　of　Shlt－han（蜀漢）’s　po1三tical　system，　and　especially

the　highest　official，　appointed　to　Ch’eng－sian（丞相），　Ta－se一”za（大司馬）

or　Ta－chiang－chztn（大将軍）with　Lu－shang－shu－shih（録尚書事）and

Lin8－i－chou－tz’zt－skih（領益州刺史）were　nOt　natiVeS；cOntrarily，　rnOSt

of　natives　from　f－chou（益州）were　apPointed　to　subordinate　coun－

try－officicals　whose　surname　just　coincided　with　the　list　oi　great

．sumame　in　Elieα一yang－lezto－chih（華陽国志）cornpiled　in　the　Chin（晋）
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dynasty．　Generally，　not　neccesarily　in　the　Sgechwan（四川）district．

nobles　powerful　clans　in　the　Period，of　the　South　and　North　were　in

their　growlng　Period　roughly　after　the　Later　llan（後漢）dynasty．

One　of　the　main　reasons　why　they　became　to　be　powerful　clans

was　to　be　in　close　contact　with　politics　as　subordinac　te　country－odi－

cials．

　　For　these　facts，　however　low　their　position　in　tlie　state　gevernment

might　be　native　from　f－chou（益州）under　the　Slzu－ha？i（蜀漢）admi－

nistration　are　thought　to　have　still　been　able　to　keep　or　develop　their

infiuence　as　power£ul　clans　which　they　tried　to　put　up　since　the　Later

ffan　（後1奨）　dynasty．

Disintegrating　Process　of　the　Financia1　Organization

　　　　　　　　　　in　the　jR露s躍yδ（律令）System

　　　　　　　　　　　　　Gθ渉sμγツδ（月）13L）　r鯨8んゼ7ツδ（要目料）

　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kanden　（官田）

by

Takeshi　Abe

　There　seems　to　be’　ne　thorough　resea‘rch　on　the　transition　ef　the・

Ritsuryo”（律令）system　to　the　Manorial　System；there　have　been

few　practical　studies　about　it　except　some　general　ones．

　This　article，　from　the　view－point　of　the　history　of　land－system，　th－

rows　special　light　on　the　process　through　which　GetsurNo”（月料）and

yδ9磁？ツδ（要劇画）under　the　R漉聯ツσ（律令）systen／changed　them－

selves　in　the　ninth　to　tenth　century，　and　then　wete　absorbed　and

digested　into　the　Manerial　system，　in　order　to　find　the　key　to　tlie・

study　of　K伽9α7ツδ（官衙領）and　of　fQrlllation　Gf撚anOfS・
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